
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について

妊婦等包括相談支援事業 妊婦のための支援給付

妊
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出
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後

１ 母子健康手帳交付（妊娠届出）

・アンケート記入

・保健師面談

・妊娠・出産・子育て期のセルフプラン手交

面談
妊婦本人

申請手続き
申請書の記入・提出

２ 妊娠８か月時頃面談

助産師面談
面談

３ 出生届出

・アンケート配布

（赤ちゃん訪問時回収）

申請手続き
申請書の記入・提出

妊婦１人につき

５万円

子ども１人につき

５万円
（産婦に支給）


